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○委員長（河野龍二委員） 

皆さんおはようございます。定足数に達しておりますので、本日の総務文教常任委員

会を開会します。まず議案第４６号について、安藤委員の質疑に対し、答弁を後程とい

うことだったので、まずその答弁からお願いしたいと思います。 

宮崎課長。 

○地域安全課長（宮崎伸之君） 

昨日の安藤委員の御質問につきまして確認しましたところ、１７時から１８時までの

使用料につきましてでございますが、申請時間が１７時ということで、９時から１７時

３０分までの取り扱いという形で、今回の使用につきましては夜間ではなく日中の使用

料で取扱運用させていただいてるところでございます。以上でございます。 

○委員長（河野龍二委員） 

それでは昨日で全ての質疑が終わっておりますので、ただいまより議案第５６号令和

元年度長与町一般会計補正予算（第１号）についての討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

八木議員。 

○委員（八木亮三委員）    

議案第５６号について賛成の立場から討論させていただきます。今議会で審査を付託

されました一般会計補正予算ですが、健康保険課所管の歳出の衛生費、感染症予防費に

ついて、その説明にある使途である風疹ワクチン接種のクーポン送付が当補正予算の承

認前に執行されているということで、本来であれば執行前に議会の承認を得るべき性質

のものであり、行われるべきではなかった対応という旨の同僚委員からの指摘もなされ

た部分はありましたが、風疹は町民の命に関わる非常に危険な感染症であるという認識

の下、１日でも早くクーポン券を送付すべきとした健康保険課の判断は、職務上妥当で

容認できる範囲のものと考えます。もちろんながら極めて例外的な対応であり、また例

外的であるべき事例で、今後は基本的に行われるべきではないとも考えますが、事務的

な規則よりも町民の命を優先した姿勢については、行政の使命をむしろ理解し実践した

ものとして評価できるものであると思います。また産業振興課所管であります森林環境

譲与税につきましては、森林整備事業のために新設された目的税による歳入等、基金へ

の積み立てということですが、町内には林業従事者もゼロという現状であることも踏ま

え、今後の基金の使途につきましては、是非慎重に検討していただき無駄で不要な事業

に費やすことのないようにしていただきたいという思いだけ申し添えさせていただきま

す。その他の歳入歳出において不明瞭な部分はないと判断いたしますので、今回の議案

については賛成いたします。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

次に、反対討論ありませんか。 



次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第５６号令和元年度長与町一般会計補正予算（第１号）の件を採決しま

す。本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

お疲れさまでした。９時４０分まで休憩いたします。 

（休憩 ９時３０分～９時３９分） 

○委員長（河野龍二委員） 

改めましておはようございます。ただいまより教育施設等のバリアフリー化の件を所

管事務調査として議題とします。調査事項についての説明を求めたいと思います。 

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君） 

それでは各長与町内小中学校の施設の状況について説明をさせていただきます。まず

生徒玄関と体育館のスロープの設置状況になります。校舎と体育館の両方とも対応済み

の学校が、長与小学校と洗切小学校と高田中学校になります。北小学校、長与中学校、

第二中学校におきましては、一部未対応の箇所がありますけれども、そちらにつきまし

ては、木製のスロープ等で対応を行っております。高田小に関しましては、スロープ等

の設置、木製のスロープ等につきましても未対応の状況となっております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

青田課長。 

○生涯学習課長（青田浩二君） 

生涯学習課所管分になりますけれども、お手元に配付している資料のとおりとなって

おります。この高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律という、いわゆる

バリアフリー法というのが平成１８年に施行されており、こちらの義務付けっていうの

が、それ以降に建築された建物が対象になっているようで、生涯学習課で所管してる施

設の建設年がそれ以前のものばかりになっておりまして、この法律の義務付けっていう

のはありませんけれども、できるだけバリアフリー化して住民の皆様が使いやすいよう

にということで、少しずつではありますけれども、それに対応しております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

それでは、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

今、説明いただいたことへのちょっと確認をしたいと思います。まず小中学校の件に

関しては、いわゆる入口の件を説明いただいたと思うんですが、結論から言うと結果的



には、高田小のみが何らかしらの対応もされてないということでいいですか。 

○委員長（河野龍二委員） 

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君） 

高田小に関してが未対応ということで、それ以外の学校に関しましては、何かしらの

対応をしているという状況でございます。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

今度は生涯学習課の所管の部分なんですけれども、拝見すると「×」が多いなという

ふうに感じるんですが、よくよく見ると例えば元々スロープが必要のない施設も「×」

で表示をされているわけで、極端な話、相撲広場にトイレとか、トイレは横のふれあい

広場の方で対応すると思うんですよね。そちらの施設については「○」になってるわけ

で、必要の無いとこは横線とかでいいんじゃないかなと思うんですけれども、一個一個

今全部確認はできんですよね。一応そういう理解でいいですか。よろしくお願いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

青田課長。 

○生涯学習課長（青田浩二君） 

委員御指摘のとおり、例えば長与町公民館の玄関の前のスロープが「×」になってる

んですけれども、こちらの方は段差が無しということで、そのスロープが必要ないとい

うことで、この表示の仕方が議員御指摘のとおり横線で表示しとけばよかったと今思っ

ております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

先日、教育委員会の方で窓口の方でちょっと伺ったところによりますと、南小学校に

車椅子の生徒が２年生ですかね、いらっしゃって。その生徒が南小への入学を希望した

際に、やはりバリアフリーが整っているということを配慮されて、長与小の方への入学

を勧められたという話を伺ったんですが、まずちょっとこれは間違いないでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

金﨑理事。 

○教育委員会理事（金﨑良一君） 

間違いございません。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 



○委員（八木亮三委員）    

もちろんやはり実際に学校生活を送る上でバリアフリーになっている方が生徒の方に

も非常に良いだろうということで、それ自体は分かるんですけれども、特に昨年１０月

から障害者差別解消法という法律が施行されて、公共施設も含む事業者に障害を持って

ることで何らかの差別が極力行われないように、合理的配慮っていうのが求められるよ

うなりましたけれども、そうしますと今後同じように長与小以外の小学校に入学を、そ

の校区の児童で例えば車椅子の子がいた場合には、健常児の子と同様に校区の学校に行

けるように対応する方がこの法律にも則ると言いますか、対応になってくるかと思うん

ですが、今後はそういう車椅子の子でも通えるように何らかのそういうリフトであった

り、車椅子でも上り下りできたりするようなそういう後付けで改修といいますか、そう

いうのを行う検討といいますか、そういった方向性というのはいかがでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君） 

委員がおっしゃる合理的配慮っていうものに関しましては、長与町といたしましても

学校、教育委員会、保護者と相談をして、保護者の意向等を配慮できるように行ってお

りますけれども、やはり学校の設置者である長与町と学校に対しても、体制面であると

か、財政面であるとか、均衡を失した過度の負担っていうものに関しましては、一定の

制限というのはあると思っておりますので、今回の南小学校の子どもの場合っていうの

も、個々の対応っていうことで入学を決めたっていうことになりますので、今後につき

ましても実際に入学をされるお子さんの個別の状態によりまして、今後の施設の整備を

どのようにしていくかっていうことに関しましては、決めていきたいというふうに考え

ております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

もちろん例えば長与小校区じゃなくても、そういう施設の整ってる方に行きたいと希

望されたり、おっしゃったとおり個々のケースはあるかと思うんですが、現状、本来行

くべき校区の学校に行けるというのが、やはりその障害によって区別されないっていう

ことなのかなと思うのと、現状その生徒、南小でいわゆる階段の上り下りをされるとき

に、教職員の方というのがちょっと抱え上げて運ばれていると伺いまして、そうなって

くると、もちろんおっしゃったとおり、その生徒の御希望というのを優先してそうなっ

てるというのは重々理解できるんですが、もし抱えてるときに、例えば滑って落ちたり

すると、生徒また教職員の方にも非常に取り返しのつかない事故などが起こる可能性と

いうのが大きいかなとも思いまして、そういうのを起こる前に防ぐっていうのも大事な

のかなと思うんですが、やはり今後も南小、北小などにそういうバリアフリー設備とい



いますか、そういったものの設置とかは考えておられないのでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

金﨑理事。 

○教育委員会理事（金﨑良一君） 

今の御質問につきましては、南小、北小のみならず全ての小中学校において、いわゆ

るエレベーターが設置されると解消できることかというふうに思いますが、今様々な財

政事情を抱えております。その財政事情の中で優先的に取り組まなければならないこと

というのは同時に発生をしてますが、その中でもやはり優先をつけなきゃいけない状況

がございます。今後そういったことが、かなり優先度が高ければ、そういうことの検討

もあるかもしれませんし、また校舎の建築上ですね、それが可能ではないような所も出

てくるかというふうに思います。例えば先程ありました高田小学校につきましては、ど

この箇所にエレベーターをつけるというふうに考えても、それをつけられるようなスペ

ースそのものが考えにくいところでございます。長与中学校も同様かというふうに考え

てます。そういうことを考えると優先的に考えなきゃいけないことを、まず行政的にや

るということ。さらにそういった今の障害者差別撤廃法に基づいた考え方によっての優

先、あるいは子どもにとっての優先ということを考えての検討ということはしなければ

ならないとは思いますが、しかしながら検討しても無理な学校というのもございますの

で、今後もその状況に応じては校区を変更して登校されませんかっていうふうなことで

の持ち掛けということは発生するかというふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

例えば今言われたエレベーターなどのように、作れれば作った方が良いんだというも

のが、喫緊に整備をしなければならないとか、生涯学習の施設合わせてですね。そうい

ったものが今現在あるのかどうか、どうしても、これはもう早急にしないと対応しない

といけないというようなのがあるのかどうか、もしあったら教えていただきたい。 

○委員長（河野龍二委員） 

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君） 

バリアフリーとは関係ないんですけれども、現在外壁と防水につきましては、かなり

緊急を要する学校がございます。そちらの方につきまして予算をつけていただいて、解

消をしたいというふうに考えております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

青田課長。 

○生涯学習課長（青田浩二君） 



生涯学習課所管施設につきましても今年度文化ホールの防水工事を計画しております。

そのほかにもやっぱり建物自体が古いので、公民館等雨漏りが数多くあり、あとまた外

壁の方も亀裂が入ってるという箇所もありますので、そういった所からまず対応してい

きたいと考えております。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

それでは例えば弱者対策とかそういうものに関しては、特段喫緊に対応すべき事柄は

そんなにはないということで理解をさせていただいてよろしいですか。 

○委員長（河野龍二委員） 

青田課長。 

○生涯学習課長（青田浩二君） 

喫緊に対応っていうのは現在の基準に当てはめれば、基準にはまってないところもあ

るんですけれども、この法律っていうのが基本的に２,０００平米以上の建物に対して

ということになっております。そういった中で、最近トイレの洋式化っていうのも公民

館施設等生涯課所管の分で毎年年次的に計画をして設置をしていっております。 

○委員長（河野龍二委員） 

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君） 

教育総務課の方につきましても、学校の方と教育委員会の方と連携を取って、そうい

う特別な支援を必要とする生徒につきましては、その都度、対応をしておりますので、

緊急を要する案件につきましては現在無いというふうに考えております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

金﨑理事。 

○教育委員会理事（金﨑良一君） 

学校教育課としましては、今車椅子の方の対応について、いわゆるハードの対応とい

うのが難しいケースがございます。そこには人的な支援としまして、町雇いの特別教育

支援員を長与小学校と南小は同数に今しております。生徒数は長与小が倍近くございま

すけども、そこを同数にしてそういった補助がしやすくするというふうなことが１点と、

実は高田中学校の方にも車椅子の生徒が中学２年生におります。この生徒の支援につき

まして、中１で入学したときから県の教育委員会の方に人的な加配を要求しまして、こ

の生徒については、今１人肢体不自由の生徒おりますが２人の教員が付けるようにとい

うことで、それは要望して昨年度も今年度もそういったことへの対応をさせていただい

ております。以上でございます。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかにありませんか。 



金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

いろいろ個々の対応すべき事例というのはあるかと思うんですけれども、長与小学校

にやっぱり小学校１年生のときから車椅子で通っている子がいまして、その子が今理事

がおっしゃった高田中に通うことになって、周りで１番心配したのが６年間長与小学校

で生活をしてきて、突然校区が違う高田中学校に行くことによって精神的に淋しかった

り、友達ができるのかというそういう不安を持ったりとか、そういうのを私たちとして

は懸念したんですけれども、実際行ってみたら今楽しそうに学校生活を送っているので、

そこは安心しているんですけれども、実際に自分が通う校区と違う所に、例えば長与小

学校ですとか、高田中は１人とおっしゃったので別の所に行ってるのかもしれないです

けれども、そういうことでの対応をされている生徒というのは実際どのくらいいらっし

ゃるんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

金﨑理事。 

○教育委員会理事（金﨑良一君） 

今、御指摘の高田中学校２年生の男子生徒とその生徒は実は双子でございまして、そ

の兄弟が校区を越えてというふうなことになっております。以上でございます。 

○委員長（河野龍二委員） 

質疑をしたいので、委員長を交代します。 

○委員（金子恵委員） 

質問はありませんか。 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員） 

まず、学校施設の方ですけども、スロープの件だけが当初説明されて、学校施設につ

いてもこの平成１８年からのバリアフリー法っていうのは、ここにいただいてる資料の

この項目が基準というふうになってるものなのか。それとも学校教育施設は別な基準と

いうものがあるのかですね、そこをちょっと確認させていただきたいと思います。 

○委員（金子恵委員） 

金子係長。 

○係長（金子寛之君） 

学校施設に関しましての法律の適用に関しては、基本的に公共施設になりますので公

民館等と同じ形にはなりますが、県のまちづくり条例に規定されてます建築物というく

くりにおきましては、学校につきましては、ある一定の面積以上の建物になりますと、

通常ではエレベーターの設置が必要になりますが、そのエレベーター設置義務が除かれ

ているというような差はありますけれども、基本的なバリアフリーの考え方というもの

については同じ取り扱いになっております。 



○委員（金子恵委員） 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員） 

今ちょっと聞いてお分かりになるかどうか分からないんですけども、エレベーターを

除いてこの玄関から点字ブロック、当然必要でない部分もあるかもしれませんけども、

各学校あるか無いかだけでも分かればちょっと教えていただきたいと思うんですが。 

○委員（金子恵委員） 

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君） 

この表によりますと、車椅子対応のトイレにつきましては、長与小学校と洗切小学校、

それと南小学校、第二中学校につきましては、校舎の中にきちんとした基準には則って

いないんですけども、一応車椅子での対応が可能なトイレが設置されております。それ

とＡＥＤにつきましては全ての学校におきまして設置をしております。点字ブロックに

つきましては長与小学校にのみ設置をしております。体育館のトイレにつきましては、

長与小学校と高田中学校に車椅子対応のトイレが設置をされております。以上です。 

○委員（金子恵委員） 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員） 

同僚委員から生徒の車椅子の対応の部分が聞かれていましたけども、１つ踏み込んで

例えば保護者が車椅子だとか一定障害があるだとかという場合については、やはりこの

バリアフリー法に基づく対応がないと、いくら健常の子どもが学校に通ってても学校に

行けないという状況があるんじゃないかなというふうに思うんですよね。そういう意味

では、確かに財政上の様々な問題があるにしても、やっぱりそういう努力を進めていか

ないといけない部分があるのかなと。これがやっぱりバリアフリー法の趣旨といいます

か、やっぱりどなたでもその施設に来れるという条件を整えるというのが精神だという

ふうに思いますんで、いろんな状況があるということですけれど、やっぱりできるとこ

ろからやっていくというふうな部分、例えばですけど、点字ブロックなどはそんなお金

掛からない。やっぱりそういうところから工夫をしてやっていくお考えがあるものなの

か、軽微な費用でできるところからやっぱり少しずつやっていくと、今の状態ではそれ

しかできないのかなというふうに思いますんで、そういうお気持ちはあられるのか、ま

た、そういう検討されてるのか、そこをお伺いしたいというふうに思います。 

○委員（金子恵委員） 

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君） 

委員御指摘のとおり、軽微な予算で対応できる箇所であったり、そういう点字ブロッ

ク等につきましては、今後は設置できる箇所等を調査をいたしまして、設置できるよう



な方向で検討していきたいというふうに考えております。以上です。 

○委員（金子恵委員） 

委員長交代します。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○委員（西田健委員） 

今、河野委員が言われたのと同じような感じになるかと思うんですけども、今いろい

ろお聞きしてバリアフリーの促進という意味では、いろんな財政面の問題とか、人の問

題とか、建物の問題とかっていうことで、ある程度すぐできないというのを理解をでき

ました。ただそればっかりでは、やはり前には進まないと思いますんで、今言われたと

おり、できればできるのからまずはずっとこうやっていただいて、毎年何らかの形で予

算化をとって計画を立てて１つ１つこの「×」が「○」に今年はこれがなったとか、そ

ういうふうな見える形でちょっと検討をしていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

森川次長。 

○教育次長（森川寛子君） 

我々も障害者だけでなく全ての人が使いやすいっていうユニバーサルデザインですか

ね。そちらの方での観点を持って進めていきたいと思いますので、少しずつでも改良で

きればと思っております。。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。ないですか。 

では質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

本日の教育施設等のバリアフリー化については以上で審査を終了したいと思います。

お疲れさまでした。１０時２５分まで休憩いたします。 

（休憩 １０時１０分～１０時２４分） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

引き続き所管事務調査を行います。地域公共交通に関する考え方についての件を議題

といたします。調査事項についての説明を求めます。 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

皆様おはようございます。連日の審査お疲れさまでございます。では公共交通につい

てという議題でございますので御説明を申し上げます。その前に資料の確認をお願いい

たします。お手元に長与町地域公共交通網改善計画概要といったＡ４の綴り、それから



参考①②という３種類ですね。資料を準備させていただいております。 

それでは地域公共交通網改善計画概要という、こちらの資料をまずは利用しまして御

説明申し上げます。本町の地域公共交通につきましては、ＪＲやバスとそれからタクシ

ーといったものが運行されておりまして、国交省のアクセシビリティ指標というもので

は、路線バスのサービス水準は全国平均の３倍程度を充実をしているというふうになっ

ております。一方で町内の移動ですとか、地理的に一部不便な地域も存在している状況

が見られますので、こうしたことから公共交通の現況を調査いたしまして、課題を分析

するとともに改善方策を示すこの地域公共交通網改善計画を平成２９年３月に策定をし、

取組を進めているところでございます。課題としましては、まず路線バスのルートから

交通不便地区というものを抽出をしております。一般的に交通空白地と言われるものの

基準がバス停から半径５００メートルの円の外というふうに言われてまして、こうした

円を引いてみますと、本町の市街地を概ねカバーをしているという状況でございます。

しかしながら、半径５００メートル以内であってもバスの進入が困難な急斜面の市街地

というのは不便ではないかという観点から、半径３００メートルで標高が５０メートル

以上、あるいは半径１００メートル以遠で標高が１００メートル以上といった地区を抽

出しまして、中尾団地地区及び道の尾団地、自由ヶ丘地区とこの２地区が要検討である

というふうに抽出をしております。それぞれバス停までの距離が一定ある、所要時間も

掛かる地域、それから以前から何か手立てを考えてくれないかというふうな要望があっ

た地域でございます。そのほかの課題としましては、路線バスにおける目的地へのアク

セスから分析をしておりまして、例えば長与駅ですとか、役場へのアクセスが不足して

いる地域がある。または時津町方面へのアクセスはほぼ全域で不足をしている。長崎市

方面はバイパス経由が時間的に有効ですが、便数や経由のエリアが限られているといっ

た課題が浮き彫りになっております。これらの課題を解決するために、今後６つの重点

事業を展開していくということで、２ページになりますけれども掲載をしております。

基本的な考え方としましては、既存の交通事業者のサービスを見直すことで、最大限の

力を発揮していただきたいというふうに考えております。その上で対応できない場合に、

新たなサービスの導入を検討するとしております。１点目が新市街地形成、これは榎の

鼻と書いてますけども、に合わせた既存路線体系の見直し。団地開発等に応じてそうい

った地区への乗り入れを要望するなど、まちづくりの進捗に応じた柔軟な既存路線の見

直しを要請していきたいと考えております。２点目が交通不便地区の解消のための新交

通システム導入検討。不便地区として設定しました２地区への乗合タクシー導入の検討

と試験運行を現在実施しております。３点目が町内アクセシビリティ向上のための町内

循環線等の新設検討。先程町の中心部など町内の横移動が不便であるという地区もござ

いましたので、それをカバーするような運行について検討要望を行っていきたいという

もの。４点目が連携中枢都市圏の実現を支える広域循環線の導入検討。本町は、隣接す

る長崎市、時津町と１市２町で２８年度に連携中枢都市圏を形成をいたしました。先程



時津町へのアクセス不足という課題もありますし、この圏域内における住民生活を支え

る広域循環線の検討を行っていきたいというものでございます。５点目が定住都市とし

ての機能強化を実現する通勤時間帯のアクセス強化検討、本町の特性でございますベッ

トタウンとして長崎市中心部向けの利便性の高い路線の充実を要望してまいりたいと考

えております。最後に６点目が利便性の高い公共交通ネットワークの構築としまして、

高齢化社会においても継続的なニーズの把握と町内交通ネットワークの維持改善に向け

て取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

これらの進捗状況ということで、本日、御報告も兼ねて御説明を申し上げます。３ペ

ージをお開きください。まずは路線バスでございます。これまでバスの事業者に対しま

しては、自治会からの要望ですとか、町としての要望をお伝えし協議を行ってまいりま

した。また、先程御説明申し上げた計画の内容もお示しをし、協力のお願いもしてると

こでございます。事業者におかれては限られた経営資源の中で改善に向けて努力をして

いただいているところでございます。資料に直近３年間の主なダイヤ改正等についてお

示しをしております。２９年４月には、県営バスがバイパス経由の長崎駅から県立大学

路線というものを新設をされております。これにより通勤通学の利便性が向上をしてお

ります。５月には北陽台団地とイオンタウンへの乗り入れが実施されております。また

１０月には先程申し上げた４月の新規路線、県立大学までだったものを長与駅まで延長

がなされ、さらに長与駅から商業高校までという便も増便がされております。１１月に

は県営バスが高齢者向けのフリー定期券の発売を開始しております。３０年度はバイパ

ス便の経路変更による運行時間短縮や西高田線経由便の充実などが実施されております。

今年度は、ミニバス、通称「みかんバス」って言うんですかね、の再編によりまして、

時津方面へのアクセス強化がなされたところでございます。他の自治体においては路線

の維持のために一定補助金を支出しているケースですとか、事業者の統廃合、撤退、路

線廃止というものが見られる中、本町においてはこのように事業者の努力で一定充実を

図っていただいてるところでございます。 

次に、乗合タクシーでございます。４ページをお開きください。計画で御説明したよ

うに中尾団地、それから道の尾、自由ヶ丘団地地区において現在試験運行を実施してお

ります。その状況について御説明いたします。１番目がこれまでの主な経過でございま

すけれども、計画策定時から地元の住民の皆様へヒアリング調査を開始しまして、その

後タクシー事業者に運行委託が可能であるかどうか。また警察には安全な運行面で問題

がないかどうか。それから両地区の住民の方々と意見交換、協議を経まして、２９年の

９月に第１回目の地域公共交通会議を開催しております。この会議は地域公共交通に関

するいわゆる利害関係者ですね、利用者として住民の代表の方々、タクシーやバスの事

業者、それらの協会、労働組合、それから国、県、警察、町の関係所管と一堂に会しま

して、地域の実情に応じた地域公共交通のあり方について協議を行うものでございます。

特に乗合タクシーの試験運行について現在協議を行っておりまして、地域住民の皆様と



作成をしました運行計画、これについて３回の会議を経て、３０年の６月２５日から試

験運行をスタートしております。運行期間中には利用者及び地域の住民の方々向けにア

ンケートを実施しまして、それらの意見を踏まえたダイヤ改正、停留所の増設などを行

いながらまずは６か月間の定時定路線運行を行いました。その後、２か月間の予約制に

よる運行、さらに今年度においても予約制の運行を実施しているところでございます。

運行状況についてでございますけれども、まず先に参考資料の方を御覧いただければと

思います。参考①②とございますけれども、参考②の方がちょっと分りやすいかと思い

ますので、道の尾、自由ヶ丘団地地区ですね。参考②の資料を準備をお願いします。計

画の中で御説明したこの２地区においての試験運行ですけれども、それぞれの地域にこ

れは現在実施している内容の周知のパンフレットとして、利用案内を地域にお配りして

いるものでございます。まずはこの乗合タクシーはどういうものかということですけれ

ども、既存の路線バスと重複するような運行ができませんので、幹線系統へつなぐ支線

として運行しております。車両は写真にあるような通常のセダンタイプ、４人乗りです

ね、４人が乗車が可能となっておりまして、乗合タクシーと分かるようにマグネットを

貼って運行をしております。週に３日間あらかじめ運行時間を設定しまして運行してお

り、運賃が大人２００円、子供が１００円となっております。ルートですけれども、中

を開いていただきました左側に地図が載ってるかと思います。道の尾温泉前①番の所を

スタートしまして、道の尾団地へ上り、自由ヶ丘団地から下ってくるようなルートです

ね。そして、県道、国道を経て９番の光晴会病院へ通じるというルートでございます。

赤の点線が走行ルート、赤丸が停留所、青の点線が自由乗降の区間、青丸は乗降が不可

能な場所ですね。角であったりというところでございます。定時定路線運行６か月間は

利用者の有無に関わらず、全ての便、全ての停留所を通過する運行を実施してまいりま

した。予約制では利用者がいる場合のみ乗降場所から最短ルートで目的地へ向かう運行

を実施しております。こうした運行での御利用の状況ということで御説明申し上げます。 

まず（１）の平成３０年６月２５日から定時定路線運行では、中尾団地地区が運行日、

月、水、金、１日３往復、停留所が１１か所、道の尾地区が月、水、金の１日３往復、

停留所８か所でスタートしております。一旦１０月１日時点でアンケートですとか、御

意見、御利用状況を踏まえて見直しを行っておりまして、乗り場の追加ですとか、ダイ

ヤの見直しを行っております。１２月２１日までの６か月間の運行です。実施状況、運

行状況としましては、中尾団地地区が月平均利用者数が４２．２人、１便当たりの平均

乗車が０.５４人、町の負担が１便当たり１,３９１.９円、１人当たりが２,５７４.７

円、道の尾、自由ヶ丘が７２.５人、０.９３人、負担が１,３１９円、１,４１９円とい

う表のとおりとなっております。当初目標としましては、１便当たり平均乗車２名乗っ

ていただきたいと思っておりましたがこれには届かない状況であったこと、また５４.

３％の便が乗客が０人で運行していたということで、このままでは継続の運行が困難と

考えましたけれども、そこで打ち切りとするのではなくて別の方策がないか検討するた



めに、予約制への変更を交通会議に提案をしまして、その変更は非常に有効じゃないか

という御意見をいただいております。そこで５ページになりますけれども、（２）番、

平成３１年１月４日から２か月間、予約制による運行を実施しております。変更点とし

ましては、中尾地区が運行日が火、木、土、それから先程の利用状況から見まして、便

数を１日３往復だったものを２往復に減便をしております。また、利用がある場合のみ

の運行ということが効率化に寄与するのではないかということから予約制ということで

運行をしております。その実績が下の表になります。中尾団地の月平均が８人、１便当

たりが１.３３人、町の負担が１便当たり３６４.２円、１人当たりが２７３.１円、稼

働率１２.５％というのが１日に２往復の４便を準備をしてるんですけども、これに対

してどれぐらいの御利用があったかということですので、１２.５％というのは２日に

１便の運行であったというふうに御理解いただければと思います。道の尾については、

月平均が２２名、１便当たりが１.４２２人、町の負担が１便当たり４６０円、１人当

たりが３２４.１円、稼働率が３２.３％でございます。本運行に向けた目標を稼働率５

０％、１便当たり平均乗車２名として設定をしております。予約制によって乗客０人と

いう運行がなくなりましたので、コストは当然改善をしております。最短ルートで走行

ということもございますので、改善をしておりますし、稼働率も徐々に上昇をしている

ところでございます。ただし２か月間の運行ということでございますので、この検証を

十分に行うためには延長も検討すべきとの会議の意見がございました。そこで現在、３

番目、５月１３日から改めて予約制の運行を行っております。変更点としましては、乗

り場の追加ですとかダイヤの変更、アンケートの結果、道の尾の地区は帰りの便に乗っ

てるという方が多かったので、行きを１便、帰りを３便というふうな運行に変更してお

ります。そのほか昨年は、予約を行う場合は２時間前までにということでしたけれども、

特に帰りのスケジュールが立てにくいという御意見もございましたので、ここを１時間

前に変更したこと、それと運行が既に決まってる場合には直前でも対応ができる場合も

あるというふうに変更を行っております。これによりまして運行実績が５月のみですけ

れども、中尾団地地区が月平均３人、１便当たり１人、町の負担が１便当たり５４３.

３円、１人当たりが５４３.３円、稼働率が９.４、道の尾が月平均２６人、１便当たり

１.７３人、町の負担が３１６.７円、１人当たりが、１８２.７円、稼働率が４１.７と

いうことで、道の尾地区については増加傾向にあるところでございます。６か月間の運

行を予定しておりまして、今後も自治会との情報共有を図りながら利用促進に努めてま

いりたいと考えております。以上、資料の説明を終わります。 

○委員長（河野龍二委員） 

それではこれから質疑を行います。質疑はありませんか。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

この運行について１回目、３回目ぐらいまで改善をずっとされてきて、だんだんだん



だんタクシーに近いような使い方になっていってるような感じがしてるんですけども、

当然そこに近くなって低料金で乗れるとなれば、だんだん増えてはくると思うんですが、

町の方でどれくらいになったら正式に運用していこうなんていう、そういう数字的なも

のなんか持ってるんですか。何も持たないでやったらこれはいつまでもどんどんどんど

んサービスは厚くしていこう、乗る人を集めていこうというような感覚に見えるんです

よね。最終的にはほとんどタクシーと変わらんばい、これはどんどんどんどん乗り手が

来て大変な事になりゃせんかなというような心配もしてるんですけども、今の現状でこ

れくらいの人が利用をしていったら正式にこの運行を続けていこうとか、何かそういっ

た基準ていうか、数字的そういったものを手元に持っておられて、次の手立て、次の手

立てということで進めていっておられるのか、そこら辺をちょっとお聞きします。 

○委員長（河野龍二委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

御指摘のとおり乗車が例えば１名だったとすれば、通常のタクシーと何ら変わりがな

いと、それに対して町が助成を行うというのはいかがなものかなというふうには思って

おります。という観点から乗車についてはあくまで目標なんですけれども２名は乗車を

していただきたいというふうに考えてます。それとその運行が、乗合タクシーとしての

運行が必要かどうかという観点から、今、往復で１日２往復４便を準備しているんです

けども、この稼働率が半分、５０％程度の稼働がないと必要とされているのかどうかの

基準ですね。５０％という基準、目標を持ってまずは今、運行をしているところです。

当然これを満たさないと必ずしも本運行に繋がらないかと言えば、そうは考えておりま

せんで、先程御説明申し上げました町の負担であるとか、トータルのコストであるとか、

あと社会の動態ですね、今後も高齢化が進んでいく状況にあって、どうなのかといった

様々な観点から判断をしていきたいというふうに考えております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

ちょっとこの利用についてお聞きをしますけども、例えば道の尾、自由ヶ丘の方で聞

きますと、朝から行きが１便あって帰りが３便でということで書かれておりますけども、

４人しか乗れませんよね。例えば応募者が多かった場合、そういう事態があってるのか

ということと、今から予約されてもいっぱいで乗れませんよっていうようなことになる

のか、そこら辺の対応はどうなるのかをお聞かせください。 

○委員長（河野龍二委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

当初の運行開始のときからそういった懸念がございましたので、決まった時間につい



て、１台乗車がいっぱいになるようであればもう１台までは追加をして同じ時刻に発車

をするということで想定をしておりました。実際に６か月間の定時定路線運行の中では、

３便が１台に乗り切らずに追加運行したという実績がございます。今回の予約制につき

ましても同様に１台までは追加をして運行するということで今実施をしておりますが、

今のところ予約制になってからは、２台目の運行というのはございません。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

これ見ますと例えば大きい病院も、葉山のあそこら辺にもありますし、商業施設もあ

りますし、自由ヶ丘の例えば上の方に住んでいらっしゃっる方で、なかなか車も無いと

いうような方達にとっては、相当有効な交通手段かなと思うんですよ。だからこういう

ルールをきちんと熟知されれば、もうほとんどタクシー乗るのとあんまり変わりゃせん

のじゃないのかなと感じもしてるんですよ。だから朝から乗っていって、帰りは病院行

って、買い物をして１時１０分のに乗るとか計画づけて利用していくんだっていうこと

になれば、相当な方達が利用されるんじゃないかと思うんですよ。そうなったときに、

えらい恵まれているなって思うわけですよ逆に、この方たちは。例えばニュータウンの

人なんかは全然、バスは行ってるけど、行きたいところに確実に行ってくれるようなバ

スっていうのは、そう都合よくあるわけじゃないわけですから。だからそういうことで

どんどんどこまでこの多くなった方が当然進めていく対象としようとされているんでし

ょうけど、どっかでもうこれ以上ならなかったら、この事業は止めるとか、ずっとやっ

ぱりちょっとこう少ないからここを改善して、ここを改善していくことになれば、最終

的にはもうほとんどタクシーと変わらないような使い方になってしまってるっていうよ

うなことになりゃせんかなと思うんですよ。どっかで区切りをつけるべきじゃないかな

と思うんですが、どうですか、いつまでも続けていかれるということなのかですね。 

○委員長（河野龍二委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

まずこの２つの地域につきましては、バスの路線ですとか、既存のサービスで、なか

なか手当てをすることはできない地区だというふうに考えております。そうした地区が

もう交通手段として、タクシーも地域公共交通ですので、そういった利用もあると思わ

れますが、逆にほかの地域と比べて御負担が大きいような現状もあるのじゃないかとい

うことから、既存の地域公共交通と同じ程度の負担でまずはそういった支援ができない

かというのが、この考え方のスタートでございます。一定高齢化も進んでいる地区でも

ございますし、町としましては多くの利用といいますか、利用していくことで維持です

ね、スタートしたからには乗っていただかないと続かないと思ってますので、そうした

ことでまずは周知を図っていって一定の利用を進めていきたいと思っております。その



中で利用が減れば当然、改善なり縮小なりということにも繋がると思います。この地区

での拡大で考えますと、例えばその車両をどうしても小さなセダンでは賄いきれないと

なれば、もう大きな車両という考え方も出てくるでしょうし、そういった対応が必要で

ないかなと考えてます。それとそのほかの地区への拡大ということですけども、確かに

地理的には、この地区に似たような地区も幾つかありますけれども、この地区ほど人口

の集積がないこと、それと道幅にしても急斜面ということもそうですね、高齢化の問題

もそうだと思います。ですからまずはこの２つが重点地区だと思ってますし、今後の高

齢化の状況などを踏まえますと、そのほかの地区は全く考えないというわけではなくて、

当然いずれかの時期にそういった検討が必要な時期も来るのではないかというふうに考

えております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

障害者の方々が車椅子でそういう人たちはこの見本の車の形がありましたけど、障害

者用のタクシーを予約できるんですか。 

○委員長（河野龍二委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

現状この写真に載ってます通常のセダンタイプのみでの運行になっておりまして、車

両の指定はできないことになっています。ただ、介助者がいらっしゃれば車椅子の乗り

降ろしというんですかね、は、当然このトランクに積めますので、そういった乗車は可

能であるというふうにお聞きしております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

それとちょっと私も新聞で見ただけの話なんですけども、乗客同士のトラブルが懸念

されると、乗合タクシーはですね。今回の実績見るとそう数は多くないみたいなんです

けども、そういう事例っていうのはあるんですか、今まで。 

○委員長（河野龍二委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

地域公共交通会議においても、先程申し上げたタクシー事業者の労働組合からも代表

者が出ていらっしゃって、実際のドライバーがそういう乗り合わせ、全くの他人との乗

り合わせはやはり嫌がられると、そういった声もある。これは一般のタクシーの話です

ね、という声があるということを指摘をいただきました。そこで地域の方々には、そこ



は一定御理解をいただきたいということで説明をしてまいりました。ところがそうした

ところが知り合いばっかりだからと、他人、地域の同じ地域の方ですので、全く他人じ

ゃないのでそこは一定譲り合って乗りますよという御意見はいただいております。一方

でアンケートの内容、御意見としても確かにそういった御意見ありました。他人と乗り

合わせるのは、ただそういった方々は恐らく利用をされてない方々なのかなと、利用さ

れてる方々からは、そういった声は一切ないというところでございます。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

利用の仕方なんですが、１時間前までに予約できるっていうのは例えば何日も前から

できるんですか。例えば、今度は南田川内の方で聞きますけども、南田川内のルートの

途中、どこかからイオンタウンに火木土、買い物に行きたいんだと思う人は１０時に出

て１１時４０分の帰りに間に合うように乗りたいというのを意識付けて、日常の動きに

合わせれば、例えばもう火、木、土、毎日予約を入れとってもらえますかとか、そうい

うことができるのかどうかですね。そこをお願いします。そういうことができるように

なれば相当な数の人が使えるんじゃないかなと思ったもんですから。 

○委員長（河野龍二委員） 

尾田係長。 

○係長（尾田光洋君） 

予約の受付日時の件でございますけれども、先日も定期的にタクシー事業者と予約の

状況ですとか、運行の状況について意見交換をさせていただいておりまして、その予約

の件でございますけれども、日にちの縛り、いつから前まではできるとか、そういった

縛りは今のところ設けておりませんで、また定期的な予約というのも今のところ状況は

ございません。参考ですけれども、どれくらい前の予約が多いかという件についてお尋

ねをしたところ、当日１時間半前程度の予約が多いということでお話をいただきました。

逆に前日とかではなくて、ある程度行動の予定が立ったところでの予約が多いのではな

いかと考えております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

この間、同僚議員の一般質問でもこのことが取り上げられてたと思うんですよね。先

程目標数が２という数字をおっしゃったんですが、確実に今の運行の仕方では１になる

と、いわゆる予約を取るから１ですよね。それで出発をするということは、ここに上げ

られている１を超えている数字というのは、それに同乗された方がいたという、まず理

解でよろしいのかっていうことをお尋ねします。 



○委員長（河野龍二委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

運行はあくまで乗合タクシーですので、先程地図で見ていただいた停留所、どこから

乗ります。何時の便に乗りますという御予約をタクシー会社に入れていただくというこ

とになります。そこでお１人しかいなければ当然１名。２人、３人いらっしゃれば１台

にそれだけの方々が同乗して目的地まで行かれるというふうな運行になっております。 

○委員長（河野龍二委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

そもそも論になってしまうかもしれないんですけれども、当然これは地元との要望っ

ていうのもあったわけですよね。数地区あったと思うんですよね。斉藤の方も私記憶を

したりとかしてるんですけども、当初の交通空白地帯を見る地図をいただいたときに毛

屋白津の方面もあった。それはいいですけども、いわゆる需要ですよね。当初この需要

が大体どの程度あると見込んでいたのか。そして現在の数字なのか、そこんとこちょっ

とざっとで構いませんので教えていただけないでしょうか。２地区ありますので、どち

らのケースでも構いませんが。 

○委員長（河野龍二委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

まずはその他の地区の要望の件ですけども、以前、確かにこの委員会の中に一定不便

かと思われるような地域を今抽出をしている段階と、中間での御報告だったと思います

けれども、その中に佐敷の地区もございました。ただここは要望があったというわけじ

ゃなくて、その地理的な要件とか、住宅の密集の度合いとか、そういったものから絞り

込んでいく中で上がってた地区じゃないかなと思います。それで当初の見込みなんです

けれども、道の尾で申し上げると、この地区は平成２３年にそういった要望がまずあっ

ております。１日に朝、夕でしたっけ、行き帰りでしたっけ、１便ずつでもいいから何

とかできないだろうかという御要望がありました。この今回御説明した計画を策定する

中でも、そういった地理的要件もある。それから御要望もあると、実際地元の方はどう

なのかなということで計画を策定する段階で、地元の方々にヒアリングを実施しており

ます。そうしたところが、そういった運行はもう是非歓迎すると、使いたいという声が

多くあったということです。需要については、やはりアンケートなんかを取ってみても

理想っていいますか、乗るというふうな意見が多いんじゃないかと考えまして、実際に

もう運行してみるのが一番需要を計る上では有効かということで、定時定路線の運行で

需要を図ったというのが実態でございます。結果として月平均７２名程度の御利用、需

要があるのではないかと、そういった方々をより効率的にカバーできる方法ということ



で現在予約制の運行でさらなる検証を行っているというところです。 

○委員長（河野龍二委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

乗りたいという気持ちはあっても、実際自分の生活と照らし合わせて利用できるもの

なのかっていうのは、アンケートとった段階と実際始まってギャップは多少あると思う

んですよね。分かりました。このタクシーの件については最後にしたいんですけれども、

運行の経費、委託関係ですよね、前のときの委託はどのような形で、例えば契約１日幾

らなのか、１便幾らのか、ちょっとよく分からないんですけども、最初のときの契約の

仕方と今回１人当たりの経費とか、１人当たりの負担が前回の方式より減ってますので、

そこを両方お示しください。 

○委員長（河野龍二委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

まずは定時定路線でございますけれども、このときの運行が両地区をどちらも月水金

だったんですけども、１台で運行時間を変えながらひっきりなしに走ってたような状況

ですね。両地区を行き来する区間もございますので、合計１２便、１日に１２便走って

１日当たり１万８,０００円という契約でございました。一方で予約制についてですね、

これは運行のメーター料金ということで計算をして委託をしております。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

ちょっとこれは感想になるんですけど、確かに予約制にしたことによってかなり経費

の削減が図られてるんじゃないかなと思います。利用者もそれなりの数を一応キープし

ていると思います。ただ先程、浦川委員がおっしゃったどこまでを目安とするか、これ

は今後しっかりと役場も持っていただきたいと思います。先程バス路線の件が色々とお

示しをいただき、平成２９年度の分からバスのダイヤ改正等がお示しいただいたんです

が、私はまなび野に住んでおりまして、確かにこのナンバーワンの路線ができたことに

よって、かなりまなび野の中心部を走るということで、朝の時間帯と帰りの時間帯の利

用者が大変増えたんですよね。私もいろいろこう思いながら要望もいろいろ聞いてたん

ですが、やはり次々にちょっと新しい手をどんどん県営バスが打ってきているんですよ。

今では路線の延長というか、駅前から出発をしてるということで、長崎市内の中心部ま

で２０分程度で行けるということで、確かに利用が多くの方が図られているんですけど、

これは何らかしらの町の要望でこのように変わってきたのか。あるいはバス事業者独自

の取組として行ったのか、それを最後に確認したいと思います。 

○委員長（河野龍二委員） 



荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

この路線については、町の方からは要望は行っておりません。ただ運行することにつ

いては、道路管理者の許可等もございますので、当然、話はいただいて許可をしたとい

う経緯はございます。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○委員（西田健委員） 

試験運行されておるということで試行錯誤されとるかと思うんですけども、例えば今

２つの事案が南田川内と道の尾とあるんですけども、例えば道の尾の人がイオンタウン

に行きたいというケースの場合は、どういうふうな予約をすればいいのかっていうのを。 

○委員長（河野龍二委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

今現在この２地区での運行は、それぞれの地図に示したとおり路線、ルートを設定し

て、その路線上での運行ということになっております。ですから道の尾の地区の方々が

この乗合タクシーを利用して役場に行くという設定はございません。仮に役場に行きた

いという方々は、道の尾バス停を経由するようにしてますので、そこで乗り換えをして

いただいて御利用いただくということなろうかと思います。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

西田委員。 

○委員（西田健委員） 

今の説明からいくと、乗り換えができて自分が行きたい場所に行けるというふうな試

験運行になってるわけですね。分かりました。 

○委員長（河野龍二委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

この試験運行の走行ルートについては、バスですとか、ＪＲの乗り継ぎというのも一

応視野に入れまして、冒頭申し上げましたとおり幹線へ繋ぐ支線ルートとして運行を行

っているというところでございます。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑をしたいので、委員長を交代します。 

○委員（金子恵委員） 

質問ありませんか。 



河野委員。 

○委員長（河野龍二委員） 

担当課としてはできればこの試験運行の中で一定の実績が上がって継続して行ってい

く考えだろうなというふうに思ってはいるんですよね。そういう意味で今回もまたさら

に５月から１１月まで試験運行を延長したんですけども、この間は例えばその今の状況

を変えるっていうのはもう不可能なんですよね。いろんな部分で何か便を増やすだとか、

減らすだとかっていうのは、もう考えていらっしゃらない。この６か月間は一定同じ形

で運行するというふうな形で捉えてよろしいんでしょうか。 

○委員（金子恵委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

今回の６か月間の運行の中においても、また利用者のアンケート等を実施をしてまい

りたいと思っております。これまで６便の運行で０人の運行もあった。もしくはなかな

か利用がされない時間帯もあったということからの減便にしておりますが、この運行の

中でそうした変更の御意見が多ければ、当然それを踏まえたところで検証を行っていき

たいというふう考えております。以上です。 

○委員（金子恵委員） 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員） 

これは参考までに聞いていただきたいと思うんですけども、先日、長崎新聞の方に西

海市のコミュニティ交通の記事が載ってました。非常に大きく載っていて、ここは非常

に好評だという形の記事であって、ここは取り組んでるのが、例えば利用することで、

どこかの町内での買い物をすると一定のサービスがあったりだとかというふうな状況を

付加してるわけですよね。どこまでするのかって、普通タクシーの料金じゃなくて安い

料金で乗れて、またさらにサービスがあるというのは、ちょっとサービスのし過ぎでは

ないかというふうな部分もあるかもしれませんけども、一定利用者を増やすというのと、

地域の経済の活性化のためにそういう部分も工夫するというのもあっていいのかなとい

うふうに思いますし、ここは登録制にしてるみたいですね。西海市のスマイルワゴンは

ですね。登録制にするとなおさら、それが良いのか悪いのか、ちょっと判断つかないん

ですけども、そういうことで一定利用者が確実に登録されることで、乗りたい人は登録

すればいいわけですからね。そういうのが今後の改善の中身だとか、これまでにそうい

う意見が出てきただとかっていうのはなかったですか。 

○委員（金子恵委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

本町の乗合タクシーについては、西海市と違うところが高齢者のみの対応じゃないん



ですね。どなたでも乗っていただける、要は一般のバスと一緒です。実際にお子様の利

用もあっております。西海市においては高齢者への配慮ということ。それからバス事業

者がなかなか後継がうまくいかなくて減便になってると、そういうことで空白地域も増

えている。それと先程申し上げたバス事業者に対して維持していただくように補助金を

出している。こうした経費よりも自前で運行した方が安価になるのではないかという考

えもあったようでございます。それと地域の活性化の件ですね。当然、この公共交通と

絡めたといいますか、購買人口の増加とか、そういったものも考えられるところでござ

いまして、今回私どもが実施した試験運行の初日にはイオンタウンの方が記念品を配ら

せてくださいということで、そういった活動もされております。ですから何らかの形で

利用された方へのサービスなのか、運行に対する支援なのか、何らかの形で関与してい

ただけるようなことができれば、町としてもありがたいと思っております。以上です。 

○委員（金子恵委員） 

委員長交代します。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいまの地域公共交通に関する考え方についての所管事務調査を終了いたします。

お疲れ様でした。 

しばらく休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

お諮りいたします。総務文教厚生常任委員会としては、「まちづくりについて」「Ｉ

ＣＴ化について」の調査を閉会中の継続審査にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、所管事務調査の閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

以上で所管事務調査を終了いたします。お疲れ様でした。 

本日の委員会はこれで終了いたします。 

（閉会 １１時２９分） 


